
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
令和５年４月１日から同年９月３０日までの随意契約
【危機管理課】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の名

称
契約の相手方の住所

契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

危機管理課

令和５年度八尾市
防災行政無線（同
報・移動系）保守点
検委託業務

令和5年4月1日
㈱富士通ゼネラル
近畿情報通信ネッ
トワーク営業部

松原市西野々2丁目1
番45号

4,629,790

防災行政無線のデジタル化整備業者であり、保守点検
等を行う際に整備業者でなければ対応が困難と考えら
れ、機器の故障が発生した際早急に対応できなければ
防災行政無線の運用に支障をきたすことになるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

危機管理課

八尾市防災行政無
線（大窪総池）屋外
拡声子局スピー
カー更新業務

令和5年9月8日
㈱富士通ゼネラル
近畿情報通信ネッ
トワーク営業部

松原市西野々2丁目1
番45号

6,875,000

委託業者は平成24年度に八尾市防災行政無線のデジタ
ル化整備業務により設備導入した業者であり、対象子局
を含む八尾市防災行政無線に係る機器の保守も行って
いる。本機器は災害等の緊急時において使用する防災
機器であり、設備導入業者により移設業務を行わなけれ
ば他の無線機器との通信環境等に支障をきたすことが
考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

危機管理課

八尾市防災行政無
線（服部川会館）屋
外拡声子局スピー
カー更新業務

令和5年9月8日
㈱富士通ゼネラル
近畿情報通信ネッ
トワーク営業部

松原市西野々2丁目1
番45号

7,194,000

委託業者は平成24年度に八尾市防災行政無線のデジタ
ル化整備業務により設備導入した業者であり、対象子局
を含む八尾市防災行政無線に係る機器の保守も行って
いる。本機器は災害等の緊急時において使用する防災
機器であり、設備導入業者により移設業務を行わなけれ
ば他の無線機器との通信環境等に支障をきたすことが
考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

危機管理課
令和５年度八尾市
防災行政無線長寿
命化改修業務

令和5年9月8日
㈱富士通ゼネラル
近畿情報通信ネッ
トワーク営業部

松原市西野々2丁目1
番45号

8,470,000

委託業者は平成24年度に八尾市防災行政無線のデジタ
ル化整備業務により設備導入した業者であり、対象機器
を含む八尾市防災行政無線に係る機器の保守も行って
いる。本機器は災害等の緊急時において使用する防災
機器であり、設備導入業者により改修業務を行わなけれ
ば他の無線機器との通信環境等に支障をきたすことが
考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

危機管理課
大阪府中部広域防
災拠点内除草業務

令和5年7月28日
(公社）八尾市シル
バー人材センター

八尾市宮町１丁目10
番32号

683,796

除草範囲について熟知しており、また同等金額で受注可
能な業者がいないことから、八尾市シルバー人材セン
ターに依頼を行っており、地方自治法施行令の規則に基
づき随意契約となるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）

令和５年度　随意契約の公表（危機管理課）
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※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
令和５年４月１日から同年９月３０日までの随意契約
【危機管理課】
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令和５年度　随意契約の公表（危機管理課）

危機管理課

大阪府中部広域防
災拠点エレベー
ター保守点検管理
業務委託

令和5年4月1日
日本オーチス・エレ
ベータ㈱西日本支
社

大阪市中央区城見2
丁目1番61号

1,122,000
設備設置者であり、設備故障等の異常時に対しても迅
速な対応が可能であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

危機管理課

大阪府中部広域防
災拠点地下タンク
貯蔵所及び一般取
扱所維持管理委託
業務

令和5年4月1日 (有)三協商事
大阪市港区弁天6丁
目5番40号

1,430,000

設備設置者であり、設備に付随する配管損傷等の異常
時に対しても迅速な対応が可能で、施設の安全管理に
最も適当であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

危機管理課
大阪府中部広域防
災拠点汚水処理施
設維持管理業務

令和5年4月1日
畑中浄化槽管理セ
ンター

八尾市恩智中町1丁
目165番地

678,150
設備設置者であり、設備故障等の異常時に対しても迅
速な対応が可能であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

危機管理課
八尾市提供番組
「地域安全だより」
制作放送委託業務

令和5年4月1日
やおコミュニティ放
送㈱

八尾市光町2丁目3番
アリオ八尾2階

1,980,000

八尾市内を対象に情報発信をしている市内唯一のＦＭラ
ジオ放送局であり、他の事業者にて業務遂行することが
できないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）
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